
重傷及び複数の診療科領域にわたるすべての重

篤救急患者の救命医療を担当する２４時間診療体制

の救命救急センターについては，平成１３年度末ま

でに１６０箇所の整備を行った。

また，救命救急センターのうち広範囲熱傷，指

肢切断，急性中毒等の特殊疾病患者に対応する高

度救命救急センターについては，平成１３年度末ま

でに１１箇所の整備を行った。

イ 救急医療情報システムの整備

救急医療施設の応需体制を常時，的確に把握

し，医療施設，消防本部等へ必要な情報の提供を

行う救急医療情報センターについては，平成１３年

度末までに４２箇所の整備を行った。

ウ 救急医療設備の整備

交通事故の被害者救済の充実強化を図るため，

全国の公的医療機関等の救急医療機器の整備に関

し，自動車損害賠償責任再保険特別会計から補助

を行っている。平成１２年度は２１施設に対し，６億

５千万円の補助金を交付した。

（２）救急医療担当医師・看護婦等の養成等

ア 救急医学に関する教育の充実及び研究の

推進

大学における救急医学に関する教育の充実及び

研究の促進のため，平成１３年度は３国立大学医学

部に救急医学講座等を設置した。

イ 緊急医療担当医師・看護婦の研修等

救急医療を担当する人材を確保するため，救急

医療を担当する医師及び看護婦を対象に，救急医

療に関する講習及び実習を関係団体に委託して実

施した。

（３）ドクターヘリ事業の推進

緊急現場，搬送途上における医療の充実を図る

ため，早期治療の開始と迅速な搬送を行うドク

ターヘリ（医師が同乗する救急専用ヘリコプ

ター）事業を創設し，平成１３年度末までに，５箇

所の救命救急センターにドクターヘリが配備され

た。

４ 救急関係機関の協力関係の確保等

救急業務の円滑な実施や救急隊員への教育訓練

体制の整備等を図り，消防機関と，医療機関，救

急医療関係者等との連携を強化するため，関係機

関の恒常的な協議の場である協議会の設置を推進

した。特に，都道府県単位，各地域単位における

メディカルコントロール協議会の設置により，救

急救命士等の救急隊員の活動に必要な医師の指示

・指導・助言体制の確立や臨床実習等の支援体制

が確保されるよう努めた。

第７節 損害賠償の適正化と被害者対策の

推進

１ 自動車損害賠償保障制度の充実等

自動車損害賠償保障制度は，自動車の事故によ

る損害賠償の基本保障を担保する強制保険である

自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任

共済（以下「自賠責保険」という。），ひき逃げ及

び無保険車による事故の被害者に対するてん補を

行う政府の自動車損害賠償保障事業（以下「保障

事業」という。），保険料の運用益を活用した被害

者救済対策事業及び交通事故防止対策事業（以下

「被害者救済対策等」という。）により交通事故

被害者の保護に大きな役割を担っている。

自動車事故件数及び交通事故死傷者数は近年増

加傾向にあり，平成８年度から１２年度の自賠責保

険の支払件数及び支払額は，それぞれ１３．５

％，７．０％増加している（第１－３３表）。

（１）自動車損害賠償責任保険（共済）の充実

これまで自賠責保険では，保険金支払適正化の

観点から，国が保険会社等の保険責任の６割を再

保険していたが，規制緩和の観点から政府再保険

を廃止し，一方で保険会社等による被害者等に対

する情報提供措置の義務付け，紛争処理機関によ

る新たな紛争処理の仕組みの整備など，被害者保

護の充実を盛り込んだ自動車損害賠償保障法及び
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自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改

正する法律（平１３法８３。以下「改正自賠法」とい

う。）が成立し，平成１４年４月１日から施行され

た。

これにより，保険金の適正な支払いの確保や，

保険金支払いをめぐる紛争処理の迅速かつ適正な

解決による被害者保護の増進が図られることとな

る。

さらに，自動車損害賠償保障法施行令等の一部

を改正する政令（平１３政４１９）により，平成１４年

４月からは介護を要する重度後遺障害者に対する

保険金限度額を，常時介護を要する者について

３，０００万円から４，０００万円に，随時介護を要する者

については２，５９０万円から３，０００万円に引き上げる

こととされた。

また，被害者保護の増進，自動車事故の発生の

防止が安定的に行われるよう，改正自賠法による

自動車事故対策計画に基づき，補助等を行ってい

くこととした。

第１－３３表 自賠責保険・自賠責共済の保険金支払件数及び支払額の推移

年 度
死 亡 傷 害 後遺障害 合 計

件 数 平均支払額 件 数 平均支払額 件 数 平均支払額 件 数 総支払額

件 千円 件 千円 件 千円 件 百万円
平成８年度 １１，０８６ ２３，５２１ １，０２１，０４９ ４１４ ３９，４３４ ５，０２９ １，０７１，５６９ ８８２，１１１

９ １０，７９９ ２３，５５４ １，０４４，３４９ ４１５ ４１，２２１ ５，０６８ １，０９６，３６９ ８９６，３１５
１０ １０，３６６ ２３，５３５ １，０５９，６５１ ４１１ ４２，７５９ ５，１２８ １，１１２，７７６ ８９８，３７２
１１ １０，１６４ ２３，５５１ １，１０６，２０４ ４０９ ４７，４４０ ４，８３６ １，１６３，８０８ ９２０，７５５
１２ ９，６３９ ２３，９４４ １，１５３，９６５ ４０６ ５２，５３３ ４，６６９ １，２１６，１３７ ９４４，２５０

注 １ 死亡欄の支払保険金は，死亡に至るまでの傷害を含む金額である。
２ 後遺障害の支払保険金は，後遺障害に至るまでの傷害を含む金額である。
３ 自動車保険料率算定会，全国共済農業協同組合連合会資料による。

新しい自賠責保険制度の仕組み
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（２）政府の自動車損害賠償保障事業の充実

自賠責保険による救済を受けられないひき逃げ

や無保険車による事故の被害者に対しては，政府

の保障事業が被害者に損害のてん補を行い，その

救済を図っている。

この保障事業は，自賠責保険料に組み込まれた

賦課金等を財源としており，損害てん補の限度額

は自賠責保険と同一である。平成１２年度の保障事

業による保障金の支払額は，ひき逃げ３，９６４件及

び無保険６５５件（計４，６１９件）に対し，約５１億２，０００

万円（死亡１２７人，傷害４，４９２人に対してそれぞれ

２５億４，０００万円及び２５億８，０００万円）である。

（３）無保険（無共済）車両対策の徹底

自賠責保険は自動車の保有者等が加入を義務付

けられている強制保険であるが，特に車検制度が

ない原動機付自転車において，期限切れによる無

保険車両が発生している。

このため，国土交通省において，都道府県ごと

に無保険車指導員を配置し，街頭で無保険車両の

保有者等へ指導を実施することにより，自賠責保

険への加入の徹底を図っている。

また，かけ忘れを防止するため，自賠責保険契

約期限経過後，再契約の締結が確認できない原動

機付自転車等の所有者に対し，再契約を促す通知

書を発送している。

さらに，原動機付自転車等に係る自動車損害賠

償責任保険の普及の促進に寄与するため，原動機

付自転車等の自動車損害賠償責任保険を郵便局に

おいて受託して取り扱うこととし，平成１３年１０月

１日，取扱いを開始した。

（４）任意の自動車保険（自動車共済）の充実等

ア 任意の自動車保険

平成１０年７月の保険料率の自由化後，人身傷害

補償保険を始め多様な保険商品の開発・導入が進

み，補償内容・損害時の対応・保険料水準等につ

いて，契約者が自身のニーズにあった保険商品を

選択することが可能となっている。

対人賠償保険については，平成１２年度に契約さ

れた契約金額別構成比が，２，０００万円までのもの

０．３％，２，０００万円を超え５，０００万円までのもの１．０

％，５，０００万円を超え１億円までのもの２．９％，１

億円を超えるもの９５．８％（うち無制限のもの９５．７

％）となっており，契約金額の高額化が進んでい

る。

なお，平成１２年度に自動車保険（任意）の保険

金が支払われた死亡事故の賠償額は，平均３，７０３

万円となっている（第１－３４表）。

イ 任意の自動車共済

農業協同組合法（昭２２法１３２）に基づき共済事

業を行う農業協同組合１，１３１組合（平成１４年１月

１日現在）及び全国共済農業協同組合連合会は，

それぞれ任意の自動車共済を実施している。

平成１２年度の自動車共済（任意）の引受実績

は，約２，８８２万件（対前年度比０．８％増）である。

２ 裁判手続における損害賠償の状況

（１）概 況

裁判所において損害賠償問題を解決するための

主な手続として，通常訴訟，少額訴訟及び調停が

ある。

平成９年から１３年までに全国の地方裁判所及び

簡易裁判所が受理した交通事故による損害賠償請

求に関する第一審通常訴訟事件（以下「交通通常

訴訟事件」という。）及び調停事件（物的損害の

みの損害賠償に関する紛争を除く。以下「交通調

停事件」という。）の事件数の推移を見ると，交

通通常訴訟事件については，１０年から増加傾向に

第１－３４表 自動車保険（任意）保険金支払死亡事故賠
償額の推移

年 度 死 者 数 平均賠償額

人 万円
平成８年度 ４，７３５ ３，５９６

９ ４，６５６ ３，６０８
１０ ４，３３４ ３，６５０
１１ ４，２９９ ３，６０４
１２ ４，０６４ ３，７０３

注 １ 自動車保険料率算定会資料による。
２ 任意保険の保険金支払に関係のあったもののみ
である。したがって，自賠責保険金の支払のみで
終わったものは含まれていない。
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第１－33図　交通事故による損害賠償請求に関する事件の類型別審理期間の内訳�
　　　　　　（既済事件）（平成12年）�

注　１　最高裁判所資料による。�

　　２　各項目に付記した数値は，審理期間別の事件数及び総数に対する割合を示す。�

　　３　少額訴訟から通常訴訟に移行した事件は，通常訴訟に含めた。�

あり，１３年も前年より増加した。交通調停事件に

ついては，１２年に前年より増加したものの，ここ

数年は減少傾向にある（第１－３５表）。

（２）交通事故による損害賠償請求に関する事件

の処理状況

ア 処理に要した期間

平成１２年中に終局した交通通常訴訟事件のう

ち，地方裁判所では６２．３％，簡易裁判所では９６．７％

が事件を受理してから１年以内に終局している。

少額訴訟手続による交通事故の損害賠償請求事件

（以下「交通少額訴訟事件」という。）について

は，１２年中に終局した事件のうち，９５．８％が３月

以内に終局している。交通調停事件は，７９．８％が

６月以内に終局している（第１―３３図）。

イ 終局結果

平成１２年中に終局した交通通常訴訟事件及び交

通少額訴訟事件のうち，４９．８％が和解によ

り，３８．３％が判決により終局している。判決で終

局した事件のうち，８９．１％が請求の一部又は全部

が認められている（第１－３４図）。また，１２年中に

第１－３５表 交通通常訴訟事件及び交通調停事件の受理件数の推移

年

受 理 件 数

交通通常訴訟事件（件） 交通調停事件（件）

地 裁 簡 裁 地 裁 簡 裁

平成９年 ７，４６６ ５，８１７ １，６４９ ５，１５１ ２ ５，１４９
１０ ７，６５１ ５，７４９ １，９０２ ４，９４１ ３ ４，９３８
１１ ７，９４５ ５，７４７ ２，１９８ ４，７０３ ５ ４，６９８
１２ ８，７８４ ６，３６２ ２，４２２ ４，８０９ ８ ４，８０１
１３ ９，０９８ ６，４０５ ２，６９３ ４，６１５ ８ ４，６０７

注 １ 最高裁判所資料による。
２ 平成１３年の数値は，概数である。
３ 簡裁における交通通常訴訟事件の受理件数には，少額訴訟事件は含まれない。
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第１－34図　交通通常訴訟事件及び交通少額�
　訴訟事件の終局区分の内訳（平成12年）�

注　１　最高裁判所資料による。�

　　２　各項目に付記した数値は，終局

区分別の事件数及び総数に対する

割合を示す。�

第１－35図　交通調停事件の終局区分の内訳�
（平成12年）�

注　１　最高裁判所資料による。�

　　２　各項目に付記した数値は，終局

区分別の事件数及び総数に対する

割合を示す。�

終局した交通調停事件では，５５．９％が調停成立に

より終局している（第１－３５図）。 ３ 損害賠償の請求についての援助等

（１）地方公共団体の設置する交通事故相談所の

活動の強化

地方公共団体が設置する交通事故相談所の活動

の強化を図るため，都道府県及び政令指定都市に

交通事故相談所の活動に必要な経費の一部を交付

している。

平成１３年度の国庫交付金は総額３億１８３万円で

あり，これによって，全国で３５８人の専門相談員

と弁護士を各相談所に配置し，交通事故被害者等

からの相談に応じている（第１－３６表）。

地方公共団体の交通事故相談所における指導・

助言が適時・適切になされるよう，初任相談員中

央研修会を実施するとともに，複雑・多様化する

相談内容に対処するため，交通事故に係る損害賠

償の問題を中心に，最新情報を収集・解説して提

供するための情報誌の発行及び具体的事例につい

て専門家の指導の下，相談員が対応方法を研究す

る事例研究会の開催を内容とする相談員育成事業

を実施するなど，交通事故相談員の資質の向上に

努め，相談サービスの質の向上による交通事故相

談所の充実・強化を図っている。

また，相談事案の適切な解決のため，弁護士に

よる相談機関等との連携・協調の促進を図るよ

う，交通事故相談所に対し指導している。

さらに，市（区）町村の相談窓口に対する都道

府県交通事故相談所の指導の充実，研修の実施な

どにより，地域における交通事故相談活動の充実

を図っている。

（２）損害賠償請求の援助活動等の強化

ア 警察における交通相談の積極化

第１－３６表 都道府県，政令指定都市の交通事故相談所の相談件数の推移

項 目 平成８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度

都 道 府 県 １２０，５８２ １１２，８８０ １１５，５６２ １１６，１２２ １１１，１８６
政令指定都市 ２２，５１４ ２２，５４１ ２２，４３７ ２２，３５９ ２２，５３９

計 １４３，０９６ １３５，４２１ １３７，９９９ １３８，４８１ １３３，７２５

注 内閣府資料による。

第１編 陸上交通 第１部 道路交通

―８４―



交通事故による被害者等の救済に寄与するた

め，全国の警察本部や警察署に交通相談を担当す

る係を置き，交通相談活動を行っている。相談の

内容は，示談の進め方，損害賠償請求手続等に関

するものが多く，都道府県の交通事故相談所，交

通安全活動推進センターの交通相談所等と連携を

保ちながら交通事故当事者等からの相談に応じて

いる。

イ 法務省における人権相談活動の強化

法務省は，全国の法務局，地方法務局及びその

支局に開設している常設人権相談所並びに市

（区）役所，町村役場，デパート，公民館，公会

堂等で臨時に開設する特設人権相談所において，

人権相談の一環として交通事故に関する相談に応

じ，事件の解決のための適切な助言や（財）法律扶

助協会への紹介等を行っている（第１－３７表）。

ウ （財）法律扶助協会による民事法律扶助事

業の推進

交通事故の被害者を含め民事紛争の当事者が資

力に乏しい場合であっても，民事裁判等において

自己の権利を実現することができるよう訴訟の代

理人等に要する費用の立替えをするなどの援助を

行う制度が民事法律扶助制度であり，（財）法律扶

助協会が，国から交付される補助金等によって，

民事法律扶助事業を実施している。平成１２年度の

交通事故関係の援助開始（扶助）決定件数は３９７

件である（第１－３８表）。

エ （財）日弁連交通事故相談センターによる

交通事故相談活動の強化

（財）日弁連交通事故相談センターは，交通事故

の損害賠償に関する無料法律相談等のほか，示談

あっせん業務を行っている。

平成１２年度の同センターによる交通事故相談活

動は，延べ７，９６２回相談所を開所し，延べ３万

１，６４９件の相談に応じた（第１－３９表）。

オ （財）交通事故紛争処理センターによる交

通事故相談活動の強化

（財）交通事故紛争処理センターは，交通事故に

関する紛争について，公平・中立な立場から適正

な処理を図ることを目的としており，交通事故に

関し，嘱託弁護士による無料法律相談及び和解の

あっせん並びに交通事故に関する紛争解決のため

の審査等の業務を行っている。

第１－３７表 人権相談件数及び交通事故関係相談件数の推移

項 目 平成８年 ９年 １０年 １１年 １２年

全 件 数（Ａ） （件） ６１０，７２３ ６１２，５５８ ６４０，１１２ ６６２，７９３ ６５１，０９３

交通事故関係件数（Ｂ） （件） １，１４８ １，１００ １，０８６ １，１６６ １，１５１

比 率（Ｂ）／（Ａ） （％） ０．２ ０．２ ０．２ ０．２ ０．２

注 １ 法務省資料による。
２ 交通事故関係件数は，内数である。

第１－３９表 （財）日弁連交通事故相談センターの活動状況の推移

項 目 平成８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度

相 談 所 開 設 回 数（回） ７，５５３ ７，４６５ ７，８８４ ７，８０１ ７，９６２

相 談 件 数（件） ２５，６７４ ２６，５８３ ２８，４３１ ３０，２２８ ３１，６４９

従事弁護士延べ人員（人） ８，２６７ ８，１７５ ８，３６０ ８，４９９ ８，７４１

注 国土交通省資料による。

第１－３８表 民事法律扶助（交通事故関係）事件数の推移

年 度

援 助 開 始
（扶助）決
定全事件数

（Ａ）

援 助 開 始
（扶助）決
定交通事故
関係事件数

（Ｂ）

比 率
（Ｂ）／（Ａ）

件 件 ％

平成８年度 ７，２６５ １９５ ２．７

９ ８，１７２ １９２ ２．３

１０ １０，０７９ １８１ １．８

１１ １２，７４４ ２２６ １．８

１２ ２０，２６１ ３９７ ２．０

注 （財）法律扶助協会資料による。
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交通事故被害者の状況

内閣府では，全国の交通事故被害者及びその

遺族を対象として，被害の状況，交通事故相談，

被害者支援，ボランティア活動等に関するアン

ケート調査を実施した。

調査結果の要旨（一部）は以下のとおりであ

る。

１ 被害の現状について

交通事故に遭ってから困ったことの内容を尋

ねたところ，精神的苦痛，身体的苦痛のほかに，

家事育児の負担，民事紛争処理の負担，経済的

負担等に困難を感じている者が多いことが分

かった（第１図）。

２ 交通事故相談について

交通事故の相談窓口について尋ねたところ，

対応の内容については比較的高い評価が得られ

たが，窓口に到達するまでの過程（どのような

窓口がどこにあるのか分かりにくい，場所が遠

い，相談したい日が休みである等）について問

題を感じている者が多いことが分かった。

３ 被害者支援について

希望する支援の内容について尋ねたところ，

手続の教示，情報提供，経済的支援，精神的支

援等が上位となった。子供の世話や身の回りの

世話については，望む者と望まない者が分かれ

る結果となった（第１表）。

４ ボランティア活動について

交通事故被害者の支援等を行っているボラン

ティア団体について尋ねたところ，「知ってい

る」との回答は約３割にとどまったが，それら

のボランティア活動に対して理解を示すととも

に（第２図），自らも機会があれば協力したい

とする者が比較的多いことが分かった（第３

図）。

調査対象 全国の交通事故被害者及びその遺

族

調査期間 平成１３年１１月～１４年１月

調査方法 都道府県及び市町村の交通事故相

談所，警察の相談窓口及び自動車事

故対策センターを通じて調査票（無

記名）を配布し，郵送回収。調査票

約５，０００部を配布し，１，１９０人から回

答を得た。
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第１図　交通事故に遭ってからの困ったこと�

第２図　ボランティア活動への理解� 第３図　ボランティア活動への協力に対する姿勢�

第１表 希望する・しない支援の内容（上位５項目）

「強く望む」
１ 被害補償に関する手続の教示や援助 ７２．６％
２ 事件の真相に関する情報提供など ４９．５％
３ 経済的な支援 ４８．８％
４ 裁判等の手続についての具体的な説明 ４８．７％
５ 精神的な支援 ４７．６％

「全く望まない」
１ マスコミへの対応やそのアドバイス ３５．２％
２ 子供の世話 ２９．４％
３ 買い物などの身の回りの世話 １８．０％
４ 証言や傍聴で裁判所に行く際の付添い １７．３％
５ そっとしておいて欲しい ９．８％
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平成１２年度は東京本部のほか，札幌，仙台，名

古屋，大阪，広島，高松及び福岡の各支部におい

て延べ１万８，１２３件の相談に応じた。同年度に示

談成立した件数は３，６４４件で，うち審査手続を経

たものは３５１件であった（第１－４０表）。

なお，平成１３年１０月にさいたま相談室を，１１月

に金沢相談室を新たに開設した。

カ 改正自賠法に基づく紛争処理機関

改正自賠法に基づき，自賠責保険の保険金の支

払に関する紛争を解決するための公正中立で専門

的な知見を有する紛争処理機関として，平成１３年

１２月に（財）自賠責保険・共済紛争処理機構が設立

され，１４年４月から業務を開始した。

４ 交通事故被害者対策の充実強化

（１）自動車事故被害者等に対する援助措置の充

実

ア 自動車事故対策センター

自動車事故対策センターは，被害者の救済を図

るため，次に掲げる業務等を行った。

!ア 介護料の支給

従来，自動車事故により植物状態になり，常時

介護を要する被害者にのみに支給していた介護料

の支給対象を見直し，平成１３年７月からは常時又

は随時介護を要する被害者にも拡大して支給して

いる。また，在宅介護者に対し短期入院費用を一

部助成している。

!イ 重度後遺障害者療護施設の運営等

重度後遺障害者に対し専門的な治療及び養護を

行う療護センター（千葉，東北，岡山）の運営に

加え，平成１３年７月に中部療護センターが開業し

た。また，中部療護センターにおいて短期入院を

実施した。

!ウ 貸付業務の実施

自動車事故により死亡した者の遺族又は重度の

後遺障害が残った者の子弟である義務教育終了前

の児童等に対する生活資金の無利子貸付業務等の

被害者に対する貸付業務を行った。

イ 交通遺児等に対する援助

（財）交通遺児育成基金は，交通事故によって一

家の働き手を失った交通遺児に対し，交通遺児家

庭の生活基盤を安定させ，交通遺児の健やかな育

成に資するため，交通遺児に支払われた損害賠償

金から拠出された資金を運用した資金に，国の補

助金と民間の援助団体の援助を加え，これを遺児

が満１９歳に達するまで，年金方式で育成給付金を

支給する，交通遺児育成基金事業を実施した。

なお，平成１２年度末現在における加入遺児総数

は１，５３９人となっている。

（２）交通事故被害者等の心情に配慮した対策の

推進

ア 交通事故被害者等に対する情報提供の実

施

交通事故被害者等にとって，事故の捜査状況，

加害者の処分状況等は自らの問題として重大な関

心事であることから，ひき逃げ事件，交通死亡事

故等の被害者・遺族に対して，事故の概要，捜査

状況等についての被害者連絡を適時，適切に実施

するとともに，「交通事故被害者の手引」の配布

や各種相談活動によって，被害者等にとって必要

な情報の提供に努めている。さらに，加害者に対

し意見の聴取等を行う期日，加害者に対する行政

処分結果等について被害者等からの問い合わせが

あった場合には適切に教示するなど，被害者等の

心情に配慮した行政処分制度の運用に努めた。

検察庁においては，事件処理結果等を通知する

被害者等通知制度を実施するとともに，各種の相

第１－４０表 （財）交通事故紛争処理センターの活動状況の推移 （件）

項 目 平成８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度

相 談 件 数 １４，５７４ １５，１１１ １６，１５６ １６，８６９ １８，１２３

示 談 成 立 件 数 ２，７９３ ２，９９６ ３，１８１ ３，４４２ ３，６４４

う ち 審 査 手 続 分 ２４９ ２４５ ２６９ ３１９ ３５１

注 （財）交通事故紛争処理センター資料による。
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談等に対応する被害者支援員を配置しているほ

か，不起訴記録を被害者等に開示するに当たって

弾力的な運用を図るなどの施策を適正に運用し

た。

イ 交通事故被害者等を講師とする講習の推

進

平成１２年４月から北海道，富山県，京都府では，

交通事故により死亡した者の遺族を停止処分者講

習に講師として招き，自らの体験に基づくありの

ままの心情を直接訴えてもらい，受講者に交通事

故の惨状を認識させることを実施した。

ウ 交通事故被害者の手記等の作成

交通事故の被害者や遺族から寄せられた手記を

とりまとめ，手記集やビデオを作成し，交通安全

推進団体並びに学校教育関係者，病院，公共交通

機関等に配付し，また，処分者講習等や違反者講

習等において活用するなど交通事故の悲惨さを遺

族等の声を通じて紹介した。

第８節 科学技術の振興等

１ 道路交通の安全に関する研究開発の推進

（１）内閣府本府の調査研究

ア 交通事故による経済的損失に関する調査

研究

国民の交通安全に対する理解を深めるととも

に，より効果的な交通安全対策の立案に資するた

め，道路交通事故の経済的側面に関する各種統計

データを収集・分析し，道路交通事故による被害

・損失を明らかにする調査研究を行った。

イ 科学的分析に基づいた交通安全普及啓発

活動等の確立のためのパイロット事業

都道府県で行われている交通安全普及啓発活動

等をより効果的に実施するため，�交通事故の地

方特性の科学的分析，�交通安全普及啓発活動等

の効果分析，�分析結果に基づく交通安全普及啓

発活動等の検討を内容とするパイロット事業を千

葉県，高知県及び福岡県で行った。

ウ 交通弱者及び交通事故被害者の視点に立

った交通安全対策の推進に関する調査研究

交通弱者及び交通事故被害者の視点に立った交

通安全対策の効率的な推進を図るため，民事判決

を素材とする事故事例分析を行うとともに，弁護

士に対するアンケート調査を行った。

エ 交通需要円滑化対策に関する調査研究

時差通勤通学対策とともに交通需要円滑化の観

点から，現在各方面で実施・検討されている対策

について，その取組状況を把握し，その効果につ

いて分析するとともに，時差通勤通学対策の実施

に際しての基礎資料とするための調査研究を行っ

た。

（２）警察庁の研究

ア 高度道路交通システム（ITS）に関する

研究開発の推進

!ア カーナビゲーションの事故実態に関す

る研究

カーナビゲーションを使用した場合，運転者の

脇見等に起因する交通事故について実態調査を行

い，カーナビゲーションの安全な使用方法につい

て検討した。

!イ 交通管理の最適化

交通流・量の積極的かつ総合的な管理を行い，

交通の安全性・快適性の向上を図るため，交通状

況の予測手法，環境に対応した信号制御手法，目

的地情報を活用した動的経路誘導手法及び車載装

置等への交通情報提供システムの研究開発を推進

した。

!ウ 安全運転の支援

交通管制システムのインフラ等を利用して，自

動車の安全走行支援を行うとともに歩行者の安全

を確保して，交通事故の低減を図るシステムの研

究開発を推進した。

!エ 歩行者用信号灯器の LED化

長寿命による安全性の向上，省エネルギー効果

等の観点から，歩行者用信号灯器の発光ダイオー

ド（LED : Light Emitting Diode）化について，

その視認性を確認するため，実証実験を行った。

!オ 歩行者等の支援

全国２０箇所に整備した歩行者等支援情報通信シ
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